
「有機農産物」の認証制度（有機JAS）

有機JAS認証に必要なこと

●化学肥料・化学農薬・遺伝子組換え種子を使
用しないこと（認められた資材のみ使用可能）

●化学肥料や化学農薬の流入・飛散防止措置

●播種・植付2年以上前から上記の管理

●登録認定機関による認定
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可能な表示の例
・化学肥料不使用
・化学農薬不使用
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